
（単位：千円） 

事 業 名 し尿処理及び浄化槽汚泥共同処理事業 担当課 まちづくり支援課 

令和２年度 

当 初 予 算 

令和３年度 

当 初 予 算 

左  の  財  源  内  訳 新規 

又は 

継続 

歳出予算科目 

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源  

４款２項３目 

228,082 126,316   13,698 112,618 新規 

１．趣旨 

   組合構成市町村から排出される「し尿」及び「浄化槽汚泥」の共同処理を目的とし、市民の快適で住みよい生活環境の保全と公衆衛生の

向上を図ります。 

 

２．概要 

（1）事業内容 

・十和田地域広域事務組合が、十和田市、六戸町、おいらせ町、五戸町及び新郷村の各家庭から出たし尿及び浄化槽汚泥を収集運搬・

前処理する。 

・十和田下水処理場への投入量に応じ、共同処理に係る費用負担を各市町村で按分し、十和田市下水道事業会計へ支払う。 

＜参考＞ 

・令和２年度までは十和田地区環境整備事務組合で六戸衛生センター、三沢地区衛生センターにおいて処理 

・当該組合は令和３年３月 31日をもって解散予定 

 

（2）事業費 

・負担金（十和田地域広域事務組合）  99,493千円 

・繰出金（十和田市下水道事業会計）  26,823千円 

※令和２年度は十和田地区環境整備事務組合へ 228,082千円支出 

 

３．その他 

当該事業へは、構成市町村（六戸町、おいらせ町、五戸町及び新郷村）負担金が充当されます。 


